
はじめに 

  

2020 年度を振り返り、2021 年度を展望するとき、COVID—19（新型コロナウイルス）の感染拡大に

触れざるを得ない。3 度にわたる緊急事態宣言が発出されたが、いまだ終息の目途がついていない。こ

の間の感染拡大によって、日本が抱える様々な課題があぶり出されてきた。医療崩壊、貧困、若年層や

女性の自死の増加傾向など、看過できない状況である。ソーシャルディスタンスが求められているが、

人による支援を受けながら暮らす障害のある人たちは、感染の不安の中で日々を過ごしている。一端感

染が起きれば、安心して治療できる医療機関は極めて少なく、医療崩壊の情勢下では、断じてあっては

ならないトリアージさえ危惧される。障害福祉事業所も報酬の日額払い制度によって不安定な運営を余

儀なくされている。誰のいのちも等しく大切だということを念頭に、優生思想によるいのちの選別を許

さない姿勢を明確にすることが必要である。 

 また、私たち日本障害者協議会（JD）の運営にも大きな影響を与え、オンラインによる理事会や各委

員会の開催、40 周年の集会・シンポジウム、その後の連続講座もオンラインでの開催となった。しかし

ながら、実際に会えないもどかしさを感じつつ、東京での開催では参加しづらい遠方の方など、これま

で参加できなかった方にも参加の機会を広げることができた。 

 

１．JD40周年、国際障害者年 40年の節目に 

 JD は、1980 年、国際障害者年前夜に誕生し昨年で 40 周年。そして 2021 年は国際障害者年から 40

年の大きな節目であり、歴史から学びながら未来を考える機会でもある。JDは集まることを大切にし、

幅広くつながり、政策提言を重ね、行動してきた。国際障害者年を契機に障害者施策は大きく前進した

面もある一方、同時期に始まった第二次臨調行革により公的責任を民間に移譲する動きが顕著となり、

2006 年に施行された障害者自立支援法（現在の障害者総合支援法）では、障害のある人への支援をサー

ビスと位置づけ、障害を自己責任とする応益負担が組み込まれた。 

障害のある人が生きるための支援に応益負担を導入するのは憲法違反であるとして、日本初の障害の

ある人による集団訴訟、障害者自立支援法違憲訴訟（2008 年）が始まり、14 地裁で 71 人の原告が立ち

上がった。2010 年 1 月には「勝利的和解」のなか、政府と基本合意を締結し、定期協議を継続してい

る。JD はその事務局の一翼を担っている。2009 年 12 月に内閣府に設けられた障がい者制度改革推進

会議のもとに、総合福祉部会、差別禁止部会が設置され、障害者基本法改正、新たな法制度に向けた骨

格提言のまとめ、障害者差別解消法などが実現し、JD もその取り組みに深く関わってきた。 

同時に日本障害フォーラム（JDF）を中心として国内の様々な団体との連帯により、障害者権利条約

の批准に向けた取り組みにも力を注ぎ、批准後も権利条約を学ぶ機会を設け、パラレルレポートづくり

にも積極的に関わってきた。これらは、JD の政策提言と運動の力を発揮する取り組みであり、今後も

「基本合意」「骨格提言」そして「障害者権利条約」を生かす取り組みを進めていく。 

 

２．権利保障に向けた取り組みと、障害のある人のいのちを守ること 

１）新型コロナウイルスの感染拡大への影響を最小限にとどめること 

 2020 年度には新型コロナに関して、要望書や声明を公表し、障害のある人、障害福祉サービスを提供

する事業所への影響を伝えて、PCR 検査の実施や工賃の補填を求め、日額払いの報酬支払制度の問題を

指摘してきた。感染拡大の長期化によるさらなる影響が危惧される。また精神科病棟での感染率は市中

の 4 倍、死者も 4 倍という調査結果もある。こうした問題を看過せず、適宜、問題提起し、障害のある

人のいのちを守るために国などへの要望や政策提言を粘り強く続けていく。 

また、新型コロナがアジア諸国の障害のある人にどのような影響を及ぼしているのか、「すべての人

の社会」で連載を続けている。世界的な感染拡大の中で、障害者施策の脆弱な場合に障害のある人への



影響がより大きく表れている。感染拡大の中では視野が狭くなりがちだが、世界の中でより困難を抱え

る人たちのことを考えていくことも忘れてはならない。 

  

２）優生保護法被害問題 

 厚生労働省は優生保護法による被害者は約 25,000人と発表しているが、一時金支給法の認定数は 899

人に留まっている（3 月 31 日現在）。被害を受けた人の多くは、現在高齢になっており、この法に関す 

る情報を必要な人に迅速に届けることが重要である。全国で 8 地裁、25 人の被害者が裁判に立った。

2019 年の仙台地裁、2020 年東京地裁、大阪地裁、2021 年札幌地裁では、優生手術は人権侵害だが、20

年が過ぎているので請求の権利は消滅した（除斥期間）とし、原告らの訴えは認められず、現在それぞ

れの高裁に上告し、審理中である。2020 年 11 月には藤井 JD 代表が神戸地裁で証人尋問に立った。優

生保護法は日本の障害者政策上最大の問題と指摘し、裁判の行方によって、日本の障害のある人の人権

水準、障害者政策の基準値に影響すると述べた。除斥期間を理由に訴えを退ける判決が続いているが、

この裁判は被害者のためだけの裁判ではなく、私たち一人ひとりの問題と捉え、行動することが求めら

れている。 

 

３）東日本大震災から 10年  

 東日本大震災は、地震と津波といった自然災害に加え、福島第一原発事故が重なりその被害をさらに

深刻化させた。なぜ障害のある人の死亡率が全住民の死亡率の 2 倍だったのか、その要因が解明されな

いまま 10 年が経過した。東日本大震災の被害にあった地域、そこに暮らす人々にとって、未だ復興と

は言い難く、被災はいまもって継続している。 

この 10 年、各地で自然災害が頻発しているが、障害のある人たちの安心・安全を守る施策は未だ不

十分だ。NHKと JDF の調査によれば、災害が起こっても避難することを躊躇し、避難所では暮らせな

いとあきらめている人も多い。今後も大地震や風水害が続くことが予想されているなか、障害のある人

のいのちが守られる社会をどう構築していくのか、多様性を視野に入れて考えていく。 

 

３．社会保障全体を視野に入れた取り組み 

 現在の政府は、「自助・共助」を人々に求めているが、公的責任を負うべき政府が求めることではない。

「公助」が脆弱で貧寒なため、障害のある人たちは精一杯の自助・共助によって日々の生活を成り立た

せているのが現実である。「自助・共助」を強調する背景には、経済は成長し続けるものだという、実態

から目をそらした幻想があり、社会保障費の増大は経済成長を妨げるという考え方がある。そして、経

済成長を目的として規制緩和し、あらゆることが市場原理の中に投げ込まれていく。卑近な例では、介

護保険サービスから軽度者と言われる人たちが排除され、障害福祉サービスでも軽度者外しが画策され

ている。支援が必要ならば、お金を払って買うべしというのである。 障害者権利条約に定められている

締約国の義務から大きく逸脱している。 

 新型コロナの感染拡大の影響で、権利条約の国連での日本の審査が大幅に遅れているが、JD は JDF

に加盟する各団体と協力しながら、パラレルレポートづくりに力を注いできた。外務省と協議の場も予

定されている。建設的対話を重ね、日本の障害者施策を向上させていくことが期待される。JD 政策委

員会では、障害者施策の根幹ともいえる所得保障施策の検討を重ね、政策提言に向けて準備を進めてい

る。基本政策だけに JD内部にとどまらない議論も必要となろう。 

 障害のある人たちの権利を守る活動は、あまねく人々の権利を守ることに他ならない。JD の活動に

共感する人たちを広げていく活動を推進したい。共感者を広げていくことが賛助会員の広がり、ひいて

は財政問題の解決にもつながっていく。集まること、つながること、行動すること、この三要素を基本

に今後も取り組んでいく。 


